
 

令和３年６月２２日 

 

疑 義 回 答 書 

 

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 駅周第２号 高架側道２号道路新設工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

１，施工第２８号内訳表について、歩車道境界ブロック Ｆａ－１５ 円／ｍの単価

について、￥２，３３５／ｍを使用すべきところ、それを２ｍ当たりの単価と考

え、１ｍ当たりの単価に換算して、￥１，１６７．５／ｍの単価を使用して積算

されていると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

回        答 

1,「施工第 0-0028号内訳表」歩車道境界ブロック Fa-15円/mの単価において、正

しくは 2,335円/mを使用するべきところを、誤って 1,167円/mを使用して積算して

おりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 


